
四日市市教委告示第８号 

 四日市市幼稚園給食事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和７年３月１９日 

四日市市教育長  廣瀬 琢也 

 

   四日市市幼稚園給食事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 四日市市幼稚園給食事業実施要綱（平成２５年四日市市教委告示第１４号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この要綱は、四日市市立幼稚園

（就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第３条第１項に

定める認定を受けた幼稚園（以下「幼稚

園型認定こども園」という。）を含む。）

の園児に対し、栄養面及び安全面に考慮

した給食を提供することにより、同じも

のを食べる機会を持つことで幼児の望

ましい食習慣の育成に資することを目

的とする四日市市幼稚園給食事業（以下

「幼稚園給食事業」という。）の実施に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この要綱は、四日市市立幼稚園の

幼児（以下「幼児」という。）に対し、

栄養面及び安全面に考慮した給食を週

２回程度提供することにより、同じもの

を食べる機会を持つことで幼児の望ま

しい食習慣の育成に資することを目的

とする。 

  

 （給食の実施方法）  （事業の名称） 

第２条 幼稚園給食事業は、週２回程度

（ただし、幼稚園型認定こども園は週６

回）、外部搬入方式で実施するものとす

る。 

第２条 事業の名称は、四日市市幼稚園給

食事業（以下「幼稚園給食事業」という。）

とする。 

 ２ 幼稚園給食事業は、四日市市が決定し

た者が弁当を製造し配送するものとす



る。 

  

  （対象者） 

 第３条 幼稚園給食事業の対象者は、四日

市市立幼稚園の幼児及び教職員並びに

四日市市が必要と認めた者とする。 

  

  （参加申請書の提出） 

 第４条 幼稚園給食事業を実施しようと

する者は、幼稚園給食事業参加申請書

（以下「参加申請書」という。）を四日

市市に提出しなければならない。 

 ２ 前項の参加申請書を提出しようとす

るものは、四日市市入札参加資格者名簿

に登載されている者、または幼稚園給食

業務を遂行するために必要な施設、設備

及び能力を有する者で、かつ、次の要件

を満たさなければならない。 

 (1) 地方自治法施行令第１６７条の４

の規定に該当しないこと。 

(2) 食品衛生法第５２条第１項の許可

（飲食店営業に係る許可に限る。）を

受け、自社が所有又は管理する調理施

設で弁当等を製造する事業を引き続

き５年以上営んでいること。 

(3) 参加申請書の提出日から起算して

過去３年の間に、食品衛生法に基づく

食中毒による行政処分を受けていな

いこと。 

(4) 過去１年間の法人税、消費税、又

は法人事業税を滞納していないもの

であること。 



(5) 調理施設に栄養士法第２条第１項

の栄養士の免許を有する者、調理師法

第３条第１項の調理師の免許を有す

る者を配置していること。 

(6) 四日市市内のすべての幼稚園に盛

付け後２時間以内に保冷車で配送可

能なこと。 

(7) 業務履行が不可能な場合の代行方

法を確保できること。 

(8) 生産物賠償責任保険に加入してい

ること。 

  

  （事業者の決定等） 

 第５条 四日市市は、前条の参加申請書を

受理したときは、「幼稚園給食事業」業

者選考委員会に諮問し幼稚園給食事業

を実施する者（以下「事業者」という。）

を決定する。この場合において、決定し

た者にあっては「幼稚園給食事業」業者

決定通知書を、決定しなかったものにあ

っては「幼稚園給食事業」業者否決定通

知書を送付するものとする。 

 ２ 前項の規定による決定の基準等は、別

に定めるものとする。 

 ３ 四日市市は、第１項の規定により決定

された事業者と協定書を締結するもの

とする。 

  

 （費用負担等） （費用負担等） 

第３条 給食の提供に要する費用のうち

利用者が負担する額は、四日市市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の

第６条 幼稚園給食事業にかかる弁当代

金は、利用者が負担し、各幼稚園で集め

て直接事業者に支払うものとする。 



利用者負担額を定める条例施行規則（平

成３０年規則第３３号）別表第２に定め

る金額とする。 

  

  （実績報告） 

 第７条 事業者は、毎月の実績を翌月の１

０日までに幼稚園給食事業実績報告書

を四日市市に提出しなければならない。 

  

  （決定の取消し） 

 第８条 四日市市は、事業者が次の各号の

いずれかに該当する場合は、第５条第１

項の決定を取り消すものとする。 

 (1) 第４条第２項の要件を満たさなく

なったとき。 

(2) 第５条第２項の基準等を満たさな

くなったとき。 

(3) 第５条第３項の協定書を遵守しな

いとき。 

(4) 営業許可の取消しその他の行政処

分を受けたとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、四日

市市が適当でないと認めたとき。 

  

（その他） （その他） 

第４条 （略） 第９条 （略） 

 

  附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（こども未来部 保育幼稚園課） 


